
 
 
 
 

三芳町開発行為等指導要綱 
 

令和５年４月１日 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

埼玉県入間郡三芳町 



                      

目     次 

 

三芳町開発行為等指導要綱 

第１章 総  則 

 １ 目的                               １ 

 ２ 用語の定義                            １ 

３ 適用範囲                             ２ 

 ４ 事前協議及び事前調査                       ２ 

 ５ 事業者の責務                           ２ 

 ６ 標識の設置                            ２ 

 ７ 土地利用                             2･3 

 ８ 建築制限                             ３ 

 ９ 自然環境の保全                          ３ 

10 各種届出、報告及び検査                      ３ 

第２章 公共及び公益施設 

 １ 道路、河川及び水路                        3･4 

 ２ 公園及び広場                           4･5 

 ３ 緑化                               ５ 

 ４ 上水道                              ５ 

 ５ 下水道                              5･6 

 ６ 消防施設等                            ６ 

 ７ 集会所                              ６ 

 ８ 廃棄物集積所                           ６ 

 ９ その他の公益施設                         ６ 

第３章 帰属、管理及び占用 

 １ 帰属                               6･7 

 ２ 管理                               ７ 

 ３ 占用                               ７ 

第４章 中高層建築物及び小規模住戸形式集合住宅 

 １ 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱の準用      ７ 

２ 埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針の準用     ７ 

第５章 一般的事項 

 １ 一区画の面積                           ７ 

 ２ 駐車施設                              ７ 

 ３ 資材置場                             ８ 

 ４ 農地                               ８ 

 ５ 防犯灯                               ８        

 ６ 文化財                               ８ 

 ７ 福祉環境の整備                          ９ 

８ 公害等の防止                           ９ 



                      

９ 擁壁及びブロック塀の構造                     ９ 

10 建築協定及び地区計画                       ９ 

11 高度地区                           ９･10 

12 景観への配慮                          10 

13 委任                               10 

附則                                10 

 

三芳町開発行為等指導要綱施行細則 

第１章 総  則 

 １ 趣旨                               11 

 ２ 事前協議及び事前調査                     11･12 

 ３ 標識の設置                            12 

 ４ 審査及び協定                           12 

 ５ 各種届出                             12 

第２章 公共及び公益施設 

 １ 道路の築造                            13 

 ２ 道路の勾配                            13 

 ３ 隅切り                            13･14 

 ４ 道路の後退                            15 

 ５ 道路排水施設                         15～19 

 ６ 公園                               19･20 

 ７ 一般下水道                            20 

 ８ 一般下水道の排水基準                       20 

 ９ 公共下水道                           20･21 

 10 公共下水道の除害施設                       21 

第３章 一般事項 

 １ 寄附等申請手続                          21･22 

 ２ 駐車施設                             22 

 ３ 景観への配慮                         22･23 

４ 委任                               23 

   附則                               23 

 

様   式 

 様式第１号 開発行為等事前協議（変更）申請書              24 

 様式第２号 建築・開発行為等事前調査票              25～28 

 様式第３号 設計説明書                         29 

 様式第４号 開発行為等事前協議審査結果通知書             30 

 様式第５号 公共公益用地寄附採納申請書                            31 

 様式第６号 道路用地売却申出書                                   32 

 様式第７号 （公共・一般）下水道施設寄附申請書                     33 



                      

 様式第８号 中高層建築物報告書                                     34 

 様式第９号 近隣関係者等説明報告書（個別説明用）                   35 

 様式第 10 号 近隣関係者等説明報告書（集団説明用）                36･37 

様式第 11 号 誓約書                                                 38 

様式第 12 号 開発行為等工事着手届出書                               39 

様式第 13 号 開発行為等工事完了届出書                               40 

様式第 14 号 開発行為等事前協議申請取下書                           41 

様式第 15 号 開発行為等取りやめ届                                   42 

様式第 16 号 開発行為等検査済証                                     43 

様式第 17 号 予定建築物の標識                                       44 

様式第 18 号 開発行為等地位承継届出書                 45 

 

参考資料 

 担当課一覧表                                                        46 

 上水道加入金                                                        47 

 下水道の負担金、分担金                                           47･48 

 三芳町竹間沢第一地区地区計画の区域内における 

建築物の制限に関する条例          49～51 

 富士見都市計画 高度地区の決定                                        52～59 

三芳町一般廃棄物集積所に関する指導要綱                          60～65 

 三芳町道幹線１号線緑化指針                                    66･67 

 三芳町みどり共生産業ゾーン・町道幹線３号線沿道緑化指針         68･69 

  浸水被害をなくすために（住みよい街づくり）                      70～79 

 入間東部地区消防組合消防施設指導基準                            80～101 

 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱               102～110 

 埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針             111～115 

 大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準              116 

 開発行為等事前協議申請手続きの流れ                                  117 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 



1 
 

 

三芳町開発行為等指導要綱 

 

第１章 総則  
 

１ 目的   

 この要綱は、三芳町における無秩序な開発行為等を防止し、恵まれた自然と共生

する良好な都市環境を形成するため、事業者にまちづくりの基本理念への理解と開

発行為等によって必要となる公共及び公益施設等の整備に関する協力を要請し、三

芳町の総合計画で掲げる将来像の実現を目的とする。   

  

２ 用語の定義 

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 「開発行為等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下同じ）第４条第１２項に規

定する主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行

う土地の区画形質の変更 

  イ 新築及び用途変更等の建築行為 

  ウ 駐車場、資材置場及び菜園分譲並びに墓地、納骨堂及び火葬場の用に供す

る目的で行う土地の区画形質の変更 

（２） 「開発区域」とは、開発行為等をする土地の区域をいう。 

（３） 「事業者」とは、開発行為等を施行する者をいう。 

（４） 「公共施設」とは、都市計画法第４条第１４項に規定する道路、公園及び

都市計画法施行令(昭和４４年政令第１５８号)第１条の２に規定する下水

道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設、その他上水道、

調整池等の公共の用に供する施設をいう。 

（５）  「公益施設」とは、集会所、廃棄物集積所、学校、保育所、公民館、派出

所、その他居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設をいう。 

（６）  「中高層建築物」とは、埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する

要綱（昭和５３年１０月７日施行）第２に規定する建築物をいう。 

（７） 「近隣関係者」とは、中高層建築物の敷地境界線からの距離が、当該中高

層建築物の高さの２倍を超えない範囲内であり、かつ、冬至日の真太陽時に

よる午前８時から午後４時までにおいて、当該中高層建築物の影響によって

土地や建物等に直接日影が生じる所有者や居住者をいう。 

（８） 「土地区画整理施行区域」とは、事業の認可日以降の土地区画整理事業区

域及び土地区画整理事業の完了した区域をいう。 
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３ 適用範囲  

 この要綱は、三芳町において行うすべての開発行為等に適用する。 

 

４ 事前協議及び事前調査 

 事業者は、法令で定められた開発行為許可申請又は建築確認申請等を行う前に、

次のいずれかに該当するときは、三芳町開発行為等指導要綱施行細則（令和２年三

芳町告示第７３号。以下「細則」という。）に定める開発行為等事前協議（変更）

申請書を、それ以外の開発行為等については、建築・開発行為等事前調査票を町長

に提出し、協議を経るものとする。なお、当該計画を変更する場合についても同様

とする。 

  (１) ５００㎡以上（土地区画整理施行区域内にあっては１，０００㎡以上）の

開発行為等。ただし、自己居住用の専用住宅、都市計画法による地区計画区

域内における開発行為等は除くものとする。 

 （２） 高さが１０メートルを超える建築物又は地階を除く階数が３以上の建築物。

ただし、自己居住用の専用住宅は除くものとする。 

  (３) その他町長が必要と認めたもの 

 

５ 事業者の責務 

（１）開発行為等により、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれがあるもの及び中高

層建築物を建築しようとする事業者は、事前に説明会等を開催し、次の事項に

ついて、近隣関係者等に周知しなければならない。 

     ア 敷地の形態、規模、切土及び盛土の有無並びに予定建築物の位置 

   イ 工事期間、工法及び作業方法 

   ウ 工事中の騒音及び振動の防止策並びに工事の安全対策 

   エ 中高層建築物の建築に伴って生じる日照障害、電波障害、通風及び採光

の阻害並びにプライバシー侵害の影響並びにその対策 

（２）開発行為等に起因して生じた問題及び第三者との紛争は、関係者と協議し事

業者が責任をもって解決しなければならない。 

 

６ 標識の設置 

  事業者は、開発行為等を施行するときは、事前協議等を行う日の概ね１５日  

前までに、開発区域の見やすい場所に細則に定める標識を設置し、開発行為等の概

要を周辺住民に周知しなければならない。 

 

７ 土地利用 

 事業者は、開発行為等を行うにあたっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号。以下同じ）に規定する用途地域内の建築物の制限のほか、次に掲げる建築物

を建築する場合は、周辺状況や環境に配慮した計画に努めるものとする。 

（１）住居系用途地域においては、作業場、工場及びその併用住宅 
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（２）工業系用途地域においては、専用住宅及び共同住宅 

  （３）商業系用途地域においては、主として店舗及び店舗併用住宅以外のもの 

 

８ 建築制限  

  都市計画決定された道路、公園及びその他の都市施設内で開発行為等を行う場合

は、当該都市施設の整備等に支障がないよう努めるものとする。 

 

９ 自然環境の保全  

  事業の計画にあたっては、自然環境の変更を最小限に留め、緑地の確保を図  

るものとする。 

 

10 各種届出、報告及び検査   

（１）事業者は、開発行為等事前協議申請書による協議を行った開発行為等の工事

に着手したときは、細則に定める開発行為等工事着手届出書を提出し、工事が

完了したときは、開発行為等工事完了届出書に次の関係書類を添えて提出しな

ければならない。ただし、都市計画法に基づく開発許可を要するものについて

は、この限りでない。 

   ア 土地利用計画図 

   イ 給排水計画図 

   ウ 確定測量図 

   エ 雨水浸透施設の工事写真 

   オ 緑地出来形図 

（２）事業者は、開発行為等の施工中に問題が生じた場合は、速やかに報告しな   

ければならない。 

（３）協議を経た開発行為等の事業を承継しようとする事業者は、開発行為等地位

承継届を提出し、協議の内容を確実に継承しなければならない。 

（４）町長は、開発行為等工事完了届が提出されたときは、遅滞なく、当該工事が

事前協議の内容に適合しているかを検査し、適合していると認めたときは、   

細則に定める検査済証を交付しなければならない。 

（５）町長は、前号に定める検査のほか、必要と認める工程において、いつでも施

工内容について検査を求めることができる。 

 

第２章 公共及び公益施設 

 

１ 道路、河川及び水路 
（１）開発区域内に道路、水路等の公共施設の整備計画（新設及び改良等）が   

ある場合は、管理者と別途協議し、必要に応じて、事業者の負担において   

整備し、町に寄附するものとし、引継ぎまでの間は、事業者において適正に管

理するものとする。 

（２）道路の構造は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）、道路構造令（昭和４
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５年政令第３２０号）等関係法規及び細則の定めるところによる。 

（３）開発区域内の道路は、建築基準法第４２条に規定する道路に接続し、原則と

して袋路状にならないように計画するものとする。 

（４）開発区域が、幅員６．０ｍ未満の町道に接している場合は、細則に定める   

道路の後退基準に従い分筆し、町に寄附するものとし、既に拡幅改良済みの路

線については、道路用地売却申出書を提出し、町の道路用地取得基準価格によ

り有償で譲渡するものとする。ただし、次に定めるものについてはこの限りで

ない。 

  ア 都市計画法、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）、旧住宅地造

成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）等に基づき完成している

道路 

    イ 道路位置指定を受けた道路（建築基準法第４２条第１項第５号）及び都市

計画区域に編入された際、現に存在する道路（建築基準法第４２条第１項第

３号） 

    ウ その他町長が特別の理由によりやむを得ないと認めた道路 

（５）道路の交差は、できる限り直角に近い角度で交差させるとともに、相互道   

路の幅員との交角により細則に定める隅切を設けること。 

（６）道路の法敷には、崩壊防止施設及び耐久性材料の防護柵等の危険防止の措   

置を講じること。 

（７）道路の路面には、電柱等の通行の障害となるような施設を設けないこと。       

（８）２４時間、大型車及び中型車の出入りする施設については、道路管理者と協

議すること。 

（９）開発区域内に既存の道路、水路等がある場合の取扱いについては、関係管   

理者と十分協議すること。 

（10）開発行為等の状況により、道路照明灯、道路標示、道路反射鏡等を整備する

ものとすること。 

（11）河川、水路等に橋梁を架設する場合は、関係管理者と協議し、その構造は   

原則として永久橋とすること。 

 

２ 公園及び広場 

（１）開発面積が３，０００㎡以上の開発行為等（駐車場及び資材置場の用に供       

する目的で行う建築行為を伴わない土地の区画形質の変更は除く。）において

は、都市計画法に準じ開発面積の３％以上の公園、緑地又は広場を整備するこ

と。ただし、公園については開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場

が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地

が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地

の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

（２）開発面積が３，０００㎡未満であっても、この行為が継続又は隣接すること

により３，０００㎡に達するときは、同一開発とみなし、前号の公園、緑地又

は広場を整備すること。 
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（３）公園を整備する場合の位置は、平坦地とし、かつ、施行地区内に居住するこ

とになる住民の利用しやすい公道に面した地点を選ぶこととし、事業者の負担

において、細則に定める植栽及び遊戯施設等を整備して、町に寄附するものと

する。なお、公園の最低面積は、１００㎡とすること。 

 

３ 緑化  
（１）開発面積が１，０００㎡以上３，０００㎡未満の開発行為等を行う場合は、       

開発面積の１０％以上、３，０００㎡以上の場合は、開発面積の２０％以上の

植栽地（平面緑地）を設けるよう努めるものとする。 

ただし、敷地面積が１，０００㎡以上の建築行為（新築、改築、増築）の場

合は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（昭和５４年埼玉県条例第１０号）

によるものとし、緑化計画届出書及び緑化完了報告書の写しを提出すること。 

また、上記条例に該当した場合も、沿道緑化及び周辺緑化に努めるものとす

る。 

（２）植栽地は、景観に配慮し前面道路側又は敷地周辺に設置し、周囲からの目隠

しとなるよう中高木を取り入れた樹木を植樹するなど、沿道緑化及び周辺緑化

に努めるものとする。 

また、植樹した中高木の樹冠の間に裸地が生じる場合は、可能な範囲で低木

等を植樹するものとする。    

（３）町道幹線１号線、町道幹線３号線及び三芳町みどり共生産業ゾーンにおいて

開発行為等を行う場合は、別に定める沿道緑化指針の規定に基づき緑化を推進

するものとする。 

（４）開発行為等に伴い伐採を行う場合は、健全な樹木の一部を残すなど平地林

の保全に努めるものとする。 

 

４ 上水道  

（１）事業者は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）及び三芳町水道事業給水   

条例（昭和４３年三芳町条例第３２号）等の関係規定に基づき整備するもの   

とする。 

（２）新たな上水道施設を設置する場合、その設置に要する費用は事業者の負担   

とする。 

（３）上水道施設の引継ぎは、水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要

と認める施設は町に寄附し、施設計画等については管理者の審査を受けなけれ

ばならない。 

（４）上水道の直結給水は地上４ｍ未満とし、３階以上の建築物及び地上４ｍ以   

上への給水並びに多量の水を使用する施設には、当該施設に受水槽を設置し、   

その水道施設及び受水タンク装置の施設基準は、三芳町水道事業給水条例施行

規程（平成１０年三芳町規程第５号。以下次号において「規程」という。）別

表第２受水槽以下の装置に関する設置基準によるものとする。ただし、専用住

宅はこの限りでない。 



6 
 

（５）受水槽以下の給水装置において、検針及び水道料金徴収等を管理者に委託し

ようとする取扱いについては、規程別表第３特殊集合住宅の取扱い及び給水装

置設備承認基準によるものとする。 

 

５ 下水道  

（１）事業者は、排水処理計画にあたっては、下水道法（昭和３３年法律第７９   

号）、三芳町下水道条例（昭和５８年三芳町条例第５号）等の関係規定に   

基づき、細則に定めるところにより整備するものとする。 

（２）事業者は、雨水処理計画にあたっては、新河岸川流域整備計画（昭和５７   

年８月新河岸川流域総合治水対策協議会）に基づき、細則に定めるところによ

り雨水流出抑制対策を講ずるものとする。ただし、土地区画整理事業等により

その対策を講じている区域内の開発行為等はこの限りでない。 

 

６ 消防施設等  

（１）開発区域内には、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に基づく消防水利の

基準（昭和３９年消防庁告示第７号）及び入間東部地区事務組合消防施設指導

基準（平成３０年入間東部事務組合告示第２４号）に従い、消防に必要な水利

施設を設置することとし、これに要する費用は、事業者の負担とする。 

（２）設置する消防用施設の位置及び構造等詳細については、入間東部地区   

事務組合と協議すること。 

（３）防火水槽の管理については町と協議すること。 

 

７ 集会所  

（１）計画戸数が５０戸以上の共同住宅を建築する場合は、居住者の利用のための

集会所（戸数×０．２＋５０㎡）を設置するものとする。 

（２）１ha を超える戸建分譲の開発行為については、別途協議によるものとするこ

と。 

 

８ 廃棄物集積所  

（１）事業者が住宅を建築した場合には、三芳町一般廃棄物集積所の設置基準に関

する要綱（平成２５年三芳町告示第４４号）の規定に基づき、廃棄物集積所を

設置し、居住者の利用に供するものとする。 

（２）事業者が住宅以外の用途の建築物を建築し、その事業活動に伴って生じる   

廃棄物及び開発行為等によって生じる建設廃棄物は、事業者自らの責任と費用

により、適正に処理すること。 

 

９ その他の公益施設   
 開発行為等の規模により町が必要と認めた場合は、学校、保育所、公民館、派出

所等の用地を町に寄附するものとする。 
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第３章 帰属、管理及び占用 

 

１ 帰属  
（１）事業者は、町に帰属となる公共・公益施設等について、都市計画法第３６条

第３項の開発行為に関する工事の完了公告の翌日（完了公告を必要としないも

のは、完了検査に合格した翌日）までに帰属の手続を行うこと。 

（２）町に帰属した公共・公益施設等が、帰属の翌日より１年以内に工事等の瑕疵

により損傷した場合は、事業者の負担において直ちに復旧するものとする。 

 

２ 管理  
（１）協議により、事業者が維持管理する必要がある公共・公益施設を第三者に   

移管する場合は、維持管理の義務について文書により継承し、その写しを町   

長に提出するものとする。 

（２）工事関係車両の通行に際しては、関係法令を遵守するとともに、一般通行   

に支障がないよう努めるものとし、工事に関連し、公共施設を破損した場   

合は、管理者の指示に従い、事業者の負担で直ちに復旧しなければならない。 

 

３ 占用  
 占用物件の取扱いに関しては、道路法を遵守するとともに、道路管理者の指  

示に従い、施工時期及び施工方法について各占用者が十分調整し、必要以上の  

掘り返しの防止に努めること。 

 

第４章 中高層建築物及び小規模住戸形式集合住宅  
 

１ 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱の準用  

 この指導要綱に定めのない事項については、埼玉県中高層建築物の建築に係  

る指導等に関する要綱に準じる。 

 

２ 埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針の準用 

 この指導要綱に定めのない事項については、埼玉県小規模住戸形式集合住宅  

の建築に関する指導指針（昭和６２年７月１日施行）に準じる。 

 

第５章 一般的事項 

 

１ 一区画の面積  
（１）一区画の面積は、市街化区域においては１００㎡以上、市街化調整区域にお

いては２００㎡以上とすること。ただし、地区計画等において、敷地面積の最

低限度を定めている場合にあっては、当該最低限度以上とする。 

（２）一区画内には、車庫又は駐車のため必要な用地を確保するものとする。 
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２ 駐車施設  

（１）事業者は、開発行為等の目的及び規模に応じて、細則に定める設置基準に基

づき、駐車施設を設置しなければならない。 

（２）駐車場の敷地は、原則として幅員４ｍ以上の道路に接していなければなら   

ない。 

（３）駐車場を舗装する場合は、透水性舗装とすること。 

３ 資材置場  
 事業者は、周辺の環境美化に努め、資材の保管に当たっては、騒音、振動及び悪

臭の発生並びに景観を損なう行為をしてはならない。 

 

４ 農地  
（１）開発行為等を行う場合は、事前に農業振興地域の整備に関する法律（昭和   

４４年法律第５８号）及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）による手続   

を行わなければならない。 

（２）開発行為等の工事期間中において、事業者の責に帰すべき理由により、開発

区域周辺の農地や農作物に被害を及ぼしたときは、事業者が責任をもって解決

しなければならない。 

（３）開発区域の供用開始の際は、開発区域周辺の農地に被害等を及ぼさないよう

にしなければならない。特に隣接した農地の農作物に対する光害を防ぐため、

光害阻止ＬＥＤ照明等などの設置に配慮をするものとする。 

 

５ 防犯灯  
（１）開発区域内の防犯灯設置については、事前に町と協議を行い、工事施工に   

当たっては、その指示に従うこと。 

（２）防犯灯の設置に要する費用は、事業者の負担とし、工事完成後に保証書その

他関係図書を添えて町に寄附するものとする。 

 

６ 文化財  
（１）開発行為等を行う場合は、事前に文化財（埋蔵文化財・埼玉県指定旧跡    

等）の所在確認及び取扱いについて、文化財保護法（昭和２５年法律第２１   

４号）埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）、三芳町   

文化財保護条例（昭和３７年三芳町条例第２０号）等に基づき、町と協議し、   

その保護に努めなければならない。 

（２）開発区域内において、埋蔵文化財の調査が必要と認められた場合は、工事   

着手前に試掘確認調査又は発掘調査を実施しなければならない。 

（３）開発行為等の土木工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更する   

ことなく、速やかに町に連絡し、その指示に従うものとする。 

（４）調査等で出土した文化財及びその資料は、学習や郷土理解等広く公共の用に   

供するため、法令に準拠し、その適切な保存及び活用を図るものとする。 

（５）埼玉県指定旧跡「三富開拓地割遺跡」内（上富地区）で開発行為等を行う場
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合には、事前に町と協議し、町を経由して埼玉県に現状変更届を提出しなけれ

ばならない。 

（６）開発行為等による記録保存のための発掘調査費用は、国県の補助対象事業

となる場合を除き、原則として事業者の負担とする。 

 

 

７ 福祉環境の整備  
 不特定多数の人が利用する施設の事業者は、埼玉県福祉のまちづくり条例（平成

７年埼玉県条例第１１号）に基づき、環境の整備に努めなければならない。 

 

８ 公害等の防止  
 事業者は、公害関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項について、開発区

域周辺に迷惑を及ぼさないよう努めるものとする。 

  （１）工事中の騒音、振動及び作業時間 

  （２）工事関係車両等に対する交通安全対策 

 （３）資材、廃材、土砂等の管理方法 

 （４）工事中の現場管理 

 

９ 擁壁及びブロック塀の構造  
（１）擁壁を設置する場合は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知  

石練積み造その他練積み造のものとし、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第  

１９１号）等に基づき施工するものとする。 

（２）ブロック塀を設置する場合は、組積造、補強コンクリートブロック造のもの

とし、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）等に基づき施工するも

のとする。 

 

10 建築協定及び地区計画  

 三芳町建築協定条例（昭和４９年三芳町条例第１０号）及び三芳町竹間沢第  

一地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６１年三芳町条

例第１号）を遵守するものとする。 

 

11 高度地区  

 都市計画法に基づく富士見都市計画高度地区（三芳町決定）（平成２０年三芳町

告示第２７８号）を次表のとおり遵守するものとする。 

 

種 類 面  積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考 

１５ｍ 

高度地区 

約 47.2 ha 

(第一種住居地域 約 14.0 ha) 

(第二種住居地域 約 28.4 ha) 

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。

以下同じ。）の最高限度は１５ｍとする。 
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(工業地域     約 4.8 ha) 

２５ｍ 

高度地区 

 

約 95.6 ha 

(第一種住居地域 約 35.3 ha) 

(第一種中高層住居専用地域 約 57.6 ha) 

(近隣商業地域   約 2.7 ha) 

建築物の高さの最高限度は２５ｍとする。 

 

 

３１ｍ 

高度地区 

約 83.5 ha 

(工業地域    約 83.5 ha) 

建築物の高さの最高限度は３１ｍとする。  

合 計 約 226.3 ha    

「位置及び区域は、三芳町都市計画図の表示のとおり」 

 

12 景観への配慮 

 事業者は開発行為等を計画する場合、建築物等の形状、デザイン及び色彩を周

辺環境に調和するように配慮し、優れた景観の形成に努めるものとする。 

 

13 委  任  

 この要綱の施行に関し必要な事項は、細則で定める。 

 

   附 則 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の前日までに開発行為等事前協議申請書を受理したものにつ

いては、なお従前の例による。 
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三芳町開発行為等指導要綱施行細則 

 

第１章 総則  
 

１ 趣旨 

 この細則は、三芳町開発行為等指導要綱（令和２年三芳町告示第７２号。以下「要

綱」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 事前協議及び事前調査   

（１）事業者は、事前協議申請する場合は、開発行為等事前協議（変更）申請書   

（様式第１号）に次の関係書類を添えて、正本１部、副本２部を町長に提出す 

   るものとする。  

     ア 設計説明書（様式第３号） 

     イ 案内図（1/10,000） 

     ウ 公図の写し（開発区域を赤線で示す。） 

     エ 土地の登記事項証明書 

   オ 求積図 

     カ 土地利用計画図 

     キ 給排水施設計画図 

     ク 緑化計画平面図 

   ケ 緑化求積図 

   コ 植栽計画図（植樹樹種等明記） 

   サ 緑化計画届出書の写し（該当の場合） 

     シ 予定建築物の平面図・立面図 

     ス 公共施設の構造図 

   セ 排水施設の構造図・計算書 

     ソ その他町長が必要と認める書類（工場・危険物に関する調書等） 

 （注）中高層建築物の場合は、更に次の書類を添付する。 

     タ 中高層建築物報告書（様式第８号） 

     チ 予定建築物の断面図・日影図 

     ツ 着工前の受信状況調査に基づく電波障害予測図書 

     テ 近隣関係者等説明報告書（様式第９号・様式第 10 号・様式第 10 号の２） 

     ト 誓約書（様式第１１号） 

（２）事業者は、事前調査する場合は、建築・開発行為等事前調査票（様式第２   

号）に次の書類を添えて、関係各課と協議するものとする。 

     ア 案内図（1/10,000） 

     イ 公図の写し（開発区域を赤線で示す。） 

     ウ 土地の登記事項証明書 

エ 求積図 
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オ 土地利用計画図 

     カ 給排水施設計画図 

     キ 緑化計画平面図 

   ク 緑化求積図 

   ケ 植栽計画図（植樹樹種等明記） 

   コ 緑化計画届出書の写し（該当の場合） 

サ 予定建築物の平面図・立面図 

     シ その他町長が必要と認める書類 

（３）事業者は、事前協議申請を取り下げる場合は、開発行為等事前協議申請取   

下書（様式第１４号）を町長に提出しなければならない。また、開発行為等事

前協議審査結果通知書(様式第４号)により通知があった後において、開発行為

等を取りやめた場合は、開発行為等取りやめ届(様式第１５号)を町長に提出す

るものとする。 

 

３ 標識の設置   

（１）標識(様式第１７号)を要綱に基づき設置する。 

（２）事前調査票により協議する開発行為等で、自己居住用の専用住宅は、標識の

設置を要しない。 

 

４ 審査及び協定  

（１）町長は、開発行為等事前協議（変更）申請書を受理したときは、速やかに   

その内容を審査するものとする。 

（２）町長は、事前協議の審査結果を申請の日から３０日以内に開発行為等事前協

議審査結果通知書（様式第４号）により、事業者に通知するものとする。 

（３）町長及び事業者は、この要綱に基づき協議した結果合意に達した場合は、協

定書を締結するものとする。ただし、審査結果に異議がある場合は、協議を   

継続するものとし、協議が成立するまでは着工することができない。 

 

５ 各種届出  

（１）要綱に基づく工事着手届出書は、開発行為等工事着手届出書（様式第１２号）

とし、工事完了届は、開発行為等工事完了届出書（様式第１３号）とする。た

だし、都市計画法に基づく開発許可を要するものについては、これらの届出を

要しない。 

（２）中高層建築物の建築に係る開発行為は、建築工事完了後に電波受信状況調査

報告書を提出すること。 

（３）要綱に基づき合意に達し、協定書を締結した開発行為等の事業を承継しよう

とする事業者が提出する地位承継届出書は、開発行為等地位承継届出書（様式

第１８号）とする。 
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                          第２章 公共及び公益施設 

 

１ 道路の築造 
（１）曲線半径は、幅員の１０倍とする。 

（２）路面構造は、アスファルト舗装とし、舗装構造は次図を標準とし、道路幅員、

路床の支持力等を考慮して決定するものとする。 

    

 

 

（３）道路は、袋路状でないこと。ただし、開発区域の現状及び周辺の道路事情を  

勘案して、転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上又は車両の通  

行上支障がない場合は、この限りでない。 

 

２ 道路の勾配  

 道路の縦断勾配は、原則として６％までとし、６％を超える場合は、すべり止め

舗装とする。ただし、最大９％までにとどめること。 

 

３ 隅切り   
 道路が交差し、又は屈折する場合は、次表による隅切りを設けるものとする。 
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隅切り表 

 

道 路 

幅 員 
40ｍ以上 

30ｍ以上 

40ｍ未満 

20ｍ以上 

30ｍ未満 

15ｍ以上 

20ｍ未満 

12ｍ以上 

15ｍ未満 

10ｍ以上 

12ｍ未満 

8ｍ以上 

10ｍ未満 

6ｍ以上 

8ｍ未満 

4ｍ以上 

6ｍ未満 

40ｍ以上 

12 10 10 8 6     

15 12 12 10 8     

8 8 8 6 5     

30ｍ以上 

40ｍ未満 

10 10 10 8 6 5    

12 12 12 10 8 6    

8 8 8 6 5 4    

20ｍ以上 

30ｍ未満 

10 10 10 8 6 5 5 5  

12 12 12 10 8 6 6 6  

8 8 8 6 5 4 4 4  

15ｍ以上 

20ｍ未満 

8 8 8 8 6 5 5 5  

10 10 10 10 8 6 6 6  

6 6 6 6 5 4 4 4  

12ｍ以上 

15ｍ未満 

6 6 6 6 6 5 5 5 3 

8 8 8 8 8 6 6 6 4 

5 5 5 5 5 4 4 4 2 

10ｍ以上 

12ｍ未満 

 5 5 5 5 5 5 5 3 

 6 6 6 6 6 6 6 4 

 4 4 4 4 4 4 4 2 

8ｍ以上 

10ｍ未満 

  5 5 5 5 5 5 3 

  6 6 6 6 6 6 4 

  4 4 4 4 4 4 2 

6ｍ以上 

8ｍ未満 

  5 5 5 5 5 5 3 

  6 6 6 6 6 6 4 

  4 4 4 4 4 4 2 

4ｍ以上 

6ｍ未満 

    3 3 3 3 3 

    4 4 4 4 4 

    2 2 2 2 2 

  

（注）１ 単位はメートル、上段は交差角 90°前後、中段は交差角 60°以下、下

段は交差角 120°以下に適用するものとする。 

      ２ 工業団地等で大型車の出入が見込まれる場合は、この表を適用しない。 

   ３ 歩道が設置されている道路と交差する場合は、この表を適用せず、道路

管理者と協議するものとする。 
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４ 道路の後退   
 道路の後退基準は、次図のとおりとする。 

 

      （１）幅員６ｍ未満の道路        （２）幅員６ｍ未満の道路に、２ｍ 

                             未満の水路がある場合 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

      

（３）幅員６ｍ未満の道路にがけ地、     

        ２ｍ以上の水路等がある場合 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 道路排水施設   
（１）道路排水施設については、既存の下水道（雨水管）、水路等に接続可能な施

設を施すこと。 

（２）Ｕ型側溝を設ける場合は、原則として長尺Ｕ型側溝とし、甲蓋は普通型と網

付型を１枚おきに使用し、清掃のため１０ｍ毎に普通型で手掛けのあるも   

のを２枚使用する。 

（３）横断Ｕ型側溝を設ける場合は、重耐用長尺Ｕ型側溝とし、その仕様について

は、別に協議すること。 

（４）Ｌ形側溝を設ける場合は、下水道（雨水管）の埋設された道路に限るものと

し、２５ｍに１箇所（両側）集水桝を設ける。 

3m 

道路 

3m＋水路幅 

道路 水路 

道路 水路 

6m 
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（５）道路排水施設の標準構造図については、次図のとおりとする。                          

 

 ア Ｌ形側溝 

 

 （ア）一般部（250B）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）出入口部（250E） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整モルタル 
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（ウ）大型車出入口部（長尺Ｌ形側溝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） Ｌ形側溝集水桝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※Ｌ形側溝集水桝の寸法については現地の状況を考慮して計画すること。 

調整モルタル 

 
コンクリート（18N/mm2） 
鉄筋 D13-200 

切込砕石（C40）※再生可 
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調整モルタル 

 

鋼製グレーチング 
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イ 長尺Ｕ型側溝 

  

 （ア）一般部（縦断用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

（イ）出入口部（横断用） 
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（ウ）大型車出入口部及び道路横断部（重耐用） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ※長尺Ｕ型側溝区間に設置する集水桝については別途担当課と協議すること。 

 

６ 公園  
（１）公園には、原則として２箇所以上の出入口を設けること。ただし、公園の規

及び周囲の状況を勘案して支障がないと認められる場合は、この限りでない。 

（２）前号の出入口のうち、１箇所以上は作業用自動車が出入りできる構造とし、

取り外しができる車止めを設けること。 

（３）公園の周囲は、生垣又はネットフェンスその他これに類するものを設け   

ること。 

（４）公園の植栽は、公園敷地の２０％以上設けること。 

（５）公園には、雨水等を有効に排水するための適当な施設を設けること。 

（６）公園の施設等は、埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条例第１１

号）及び三芳町都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例（平成２５年三芳町条例第７号）に基づいた構造

とすること。 

（７）公園遊戯施設基準 

 

 

公 園 面 積 遊  戯  施  設  等 

100 ㎡～150 ㎡未満 ベンチ、遊具等１基以上、園名板 

150 ㎡～300 ㎡未満 ベンチ、遊具等２基以上、園名板 

600 

150 300 150 
50

0 
15

0 

10
0 

50
 

35
0 

700 

15
0 

コンクリート（18N/mm2） 
鉄筋 D13-200 

切込砕石（C40）※再生可 

トライポット型 

グレーチング 

鋼製受枠 
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300 ㎡～1000 ㎡未満 
  ＬＥＤ灯(水銀灯 200Ｗ相当）1 基以上、ベンチ 

 遊具等３基以上、園名板 

1000 ㎡以上       町と協議 

（注） 遊具施設等の設置については、その都度協議するとともに、国土交通省が

定める「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」及び社

団法人日本公園施設業協会が定める「遊具の安全に関する基準」に従って設

けること。 

 

７ 一般下水道  
（１）排水計画の基準及び排水施設の管径等は、開発区域内にとどまらず、その   

集水区域の流水量を考慮すること。 

（２）開発区域内の下水を付近の排水路に排除する場合は、管理者の同意を得た   

ものは認めるものとする。 

（３）排水施設は、排水可能な地点まで事業者負担により整備すること。なお、   

その施設が公道又は公共用地内である場合、必要と認められる施設は、町に   

寄附するものとする。 

（４）公共下水道処理開始区域外で町の排水施設に接続する場合は、三芳町下水   

道施設事業分担金条例（昭和４７年三芳町条例第２４号）に基づき、申請及び

受益区分に応じた分担金を納入すること。 

（５）排水施設及び排水路への接続が不可能な区域は、総汚水量及び雨水量を勘案

し、貯留槽等を設けて宅地内処理すること。 

（６）開発行為における雨水排水については、次表に掲げる基準による流出抑制対

策を実施するものとする。 

開発区域の面積 対   策   基   準 

10,000 ㎡以上 

500㎡以上～10,000㎡未満 

500 ㎡未満 

 950ｍ３／ｈa の流出抑制対策を実施する。 

  500ｍ３／ｈa      〃 

  400ｍ３／ｈa      〃 

※流出抑制対策例・・・ストレーナー浸透井、トレンチ及び遊水池 

（７）計画排水量（汚水）は、下記を考慮して定めるものとする。 

    汚水管にあっては、計画時間最大汚水量とする。 

      ７２０＋９０＝８１０㍑／人・日 

 

８ 一般下水道の排水基準 
 放流できる水質は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）及び埼玉県生

活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）に定める水質であること。 

 

９ 公共下水道  
（１）公共下水道計画区域においては、町の計画に適合するよう整備すること。 

（２）排水施設は、開発区域の規模、地形、予定建築物の用途等から想定される   
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汚水及び雨水を有効に排除できる能力をもつ構造であること。 

（３）汚水管及び雨水管の勾配等は、三芳町下水道条例（昭和５８年三芳町条例第

５号）の定めるところによる。ただし、当分の間、雨水管については一般下水

道扱いとする。 

（４）公共下水道処理開始区域及び計画区域内における排除方式は、分流式とする。 

（５）三芳町公共下水道受益者負担に関する条例（昭和５８年三芳町条例第６号）

に基づく賦課区域内の農地及び山林（徴収猶予分）を開発する場合は、受益者

負担金を納入すること。 

（６）開発区域が、公共下水道処理開始区域内のうち受益者負担区域を除く区域の

農地等の場合は、三芳町下水道施設事業分担金条例に基づく分担金を納入する

こと。 

（７）排水設備等の工事をする場合、三芳町下水道指定工事店より、工事施工前に

排水設備等計画確認申請書を提出すること。 

 

10 公共下水道の除害施設 
特定事業場及び特定施設を設置していない工場・事業場等が、下水道法（昭和３

３年法律第７９号）及び三芳町下水道条例（昭和５８年三芳町条例第５号）等に定

める基準に適合しない下水を排除するものは、廃水の種類に応じた除害施設を設置

して処理するものとし、設置にあたっては、事前に届出を必要とするものとする。 

 

第３章 一般事項 

 

１ 寄附等申請手続 
 公共・公益用地を町に寄附又は有償で譲渡(以下、寄附等という。)する場合には、

公共・公益用地寄附採納申請書（様式第５号）又は道路用地売却申出書(様式第６

号)に次の関係書類を添えて、町長に申請するものとする。 

   （１）案内図 

   （２）分筆した公図の写し 

   （３）地籍測量図 

   （４）土地の登記事項証明書 

   （５）登記原因証明情報・承諾書 

   （６）土地所有者の印鑑証明書 

   （７）代表者事項証明書（申請者が法人の場合に限る） 

（８）その他町長が必要と認める書類 

（注）１ 寄附等は原則として、所有者（買い主）より申請されものであるが、登

記の手続上、登記簿上の所有者（売り主）の印鑑で処理できるように当事

者の了解を得て、申請すること。 

２ 寄附等する土地に所有権以外の権利がある場合には、これらを抹消した

後、申請すること。 

３ 公共下水道施設及び一般下水道施設を町に寄附する場合には、（公共・
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一般）下水道施設寄附申請書（様式第７号）に関係書類を添えて、開発検

査終了後速やかに町長に申請すること。 

４ 土地区画整理施行区域で新設道路を寄附する場合には、土地区画整理事

業による換地処分及び清算金の手続きが完了した後、申請すること。 

 

２ 駐車施設 

  要綱に定める駐車施設は、次に掲げるものとする。 

（１） 駐車施設の１台当たりの有効必要面積及び設置基準は、次表のとおりとす      

る。ただし、送迎バス等により対応できる場合は、当該設置基準の数を控除す

ることができる。 

 

  開発用途 １台当たりの有効必要面積   設  置  基  準 

長屋、ﾃﾗｽﾊｳｽ 

共同住宅等  

自動車    １２．５㎡ 計画戸数の２／３以上 

二輪車      １．２㎡ 計画戸数 

事   務   所 

工   場   等 

自動車    １２．５㎡ 従業員数の１／２以上 

二輪車      １．２㎡ 従業員数の１／２以上 

店        舗 
自動車    １２．５㎡ 売場面積２０㎡に１台以上 

二輪車      １．２㎡ 町と協議 

（注） 駐車場は、明確に区画（標準２.５m×５.０m）表示するものとする。 

    ただし、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく生活関連施設を建築する場合

は、埼玉県福祉のまちづくり条例の整備基準についても適合するよう設置す

るものとする。 

（２） 駐車施設は、開発区域内に設置するものとする。ただし、開発区域内に設   

置することが困難な場合で、当該開発区域から５００ｍ以内の位置に設置   

又は貸借契約をし、それを明らかにする書類が提出されたときは、この限り

でない。 

 

３ 景観への配慮 

（１） 対象行為 

  

行為の種別 行為の規模 

 

 

 

建築物の建築等 

建築物の新築、増築、改築又は移転 ・高さが 10ｍを超えるも

の 

・敷地の面積が 500 ㎡以

上のもの（同一の者が当

該行為を複数の隣接する

敷地において行うときに

あっては、その敷地の面

積の合計） 

 

建築物の外観を変更することとな

る修繕もしくは模様替又は色彩の

変更であって当該建築物の外観の

変更の面積が各立面で１／２０を

超えるもの 



23 
 

 

 

工作物の建設等 

工作物の新築、増築、改築又は移転  

 

高さが 10ｍを超えるもの 

工作物の外観を変更することとな

る修繕もしくは模様替又は色彩の

変更であって、当該工作物の外観の

変更の面積が各立面で１／２０を

超えるもの 

 

（２） 建築物及び工作物の色彩基準 

 以下の表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計（石、木、土、

レンガ及びコンクリート等のうち着色していない素材で仕上げる外観の部分を除

く。）が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の１／３を超えないよう努め

るものとする。 

 

色相 明度 彩度 

7.5R から 7.5Y 
9 以上 － 

9 未満 6 を超える 

7.5RP から 7.5R 

（7.5R は含まない） 

7.5Y から 7.5GY 

（7.5Y は含まない） 

9 以上 － 

9 未満 4 を超える 

7.5GY から 7.5RP 

（7.5GY 及び 7.5RP は含ま

ない） 

9 以上 － 

9 未満 2 を超える 

N 9 以上 － 

  

４ 委  任 

 この細則に定めのない事項は、その都度町長が定める。 

 

      附 則 

この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

様      式 
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様式第１号（第１章２関係） 

開発行為等事前協議（変更）申請書 

年  月  日 

 

（あて先）三芳町長             

 

住  所 

事業者 氏  名               

電話番号 

 

 三芳町開発行為等指導要綱に基づき事前協議（変更）したく、関係書類を添付して申請

します。 

記 

１ 開発区域の所在 

２ 開発区域の面積                           ㎡ 

３ 予定建築物等の用途及び棟数   用途                棟 

４ 添付書類 

(1) 設計説明書（様式第３号） 

(2) 案内図（１/１０，０００） 

(3) 公図の写し（開発区域を赤線で示す。） 

(4) 土地の登記事項証明書 

(5) 求積図 

(6) 土地利用計画図 

(7) 給排水施設計画図 

(8) 緑化計画平面図 

(9) 緑化求積図 

(10) 植栽計画図(植樹樹種等明記) 

(11) 予定建築物の平面図･立面図（色彩のマンセル表示と面積明記） 

(12) 公共施設の構造図 

(13) 排水施設の構造図・計算書 

(14) その他町長が必要と認める書類（工場・危険物に関する調書等） 

 （注）中高層建築物の場合は、更に次の書類を添付する。 

(15) 中高層建築物報告書（様式第８号） 

(16) 予定建築物の断面図・日影図 

(17) 着工前の受信状況調査に基づく電波障害予測図書 

(18) 近隣関係者等説明報告書（様式第９号・様式第 10 号及び様式第 10 号の２） 

(19) 誓約書（様式第１１号） 

  

 



25 
 

様式第２号（第１章２関係） 

建築・開発行為等事前調査票 

 

事業者（建築主）               開発（建物）用途          

 

申請地                    地目     開発面積     ㎡ 

担 当 課 調 査 ・ 協 議 内 容 日 付 担当者 

福祉課 
 

 

 

 

 

 

自治安心課 

 

 

 

 

 

 

上下水道課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路交通課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

 

 

担 当 課 調 査 ・ 協 議 内 容 日 付 担当者 

観光産業課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境課 
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担 当 課 調 査 ・ 協 議 内 容 日 付 担当者 

都市計画課 
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この事前調査票による協議事項のほか、必要事項は事業者と三芳町が協議して別に定める。 

  

上記調査・協議内容を確認したので、事業施行にあたっては速やかにその手続をすること

を承諾します。 

 

 年  月  日 

 

 （あて先）三芳町長             

 

事業者（建築主）住  所 

                  氏  名                  

 

                  住  所 

設計者（連絡先）氏  名                  

                  電話番号    （   ） 

担 当 課 調 査 ・ 協 議 内 容 日 付 担当者 

政策推進室 
 

 

 

 

 

 

教育委員会 

教育総務課 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

歴史民俗資料館 

（文化財保護課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間東部地区

事務組合 
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様式第３号（第１章２関係） 

設計説明書 

目   的 
（自己用・非自己用） 

 

 

事 業 者 

 

住 所 

氏 名 

担当者            【電話番号    （   ）    】 

 

設 計 者 

 

住 所 

氏 名 

担当者            【電話番号    （   ）    】 

 

工事請負者 

 

住 所 

氏 名 

担当者            【電話番号    （   ）    】 

用   地 

位   置  

面   積    ㎡ 地  目  用途地域  

種   別 有効用地 道  路 公  園 その他 計 

面   積    ㎡    ㎡    ㎡    ㎡    ㎡ 

比   率 ％ ％ ％ ％ ％ 

計画戸数 
         

戸 

一区画当

たり面積 

平均 

   ㎡ 

最大 

  ㎡ 

最小 

    ㎡ 

予定建築物 
用  途  延べ面積       ㎡ 

階  数       階 最高の高さ       ｍ 

道   路 
前 面 道 路 幅員      ｍ 

区域内道路 幅員      ｍ   延長      ｍ 

上 水 道 

ﾒ ｰ ﾀ ｰ口 径         mm 

一日最大使用量         ㎥ 

受水槽容量         ㎥ 

 

下 水 道 

 

汚水(し尿)処理  

雑排水処理  

雨 水 処 理  

廃棄物処理 集 積 所      箇所      ㎡  ・ 自己処理 

緑   地 
面   積         ㎡   開発面積に対し      ％ 

植 樹 内 容  

消   防 
貯 水 槽         基        ㎥ 

消 火 栓         箇所 

道 路 照 明 灯 ・ 防 犯 灯         Ｗ        箇所 

入 居 時 期 年 月 日         年    月    日 

工   期 
着   工 年    月    日 

完   成 年    月    日 

そ の 他                            
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様式第４号（第１章４関係） 

 

年  月  日 

 

 

 

                 様 

 

 

 

三芳町長              

 

 

開発行為等事前協議審査結果通知書 

 

 先に申請のあった開発行為等事前協議について、審査の結果三芳町開発行為等指導

要綱の趣旨に適合している（いない）と認められるので、別紙の条件を付して承認（不

承認）いたします。 
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様式第５号（第３章１関係） 

 

公共・公益用地寄附採納申請書 

 

  年  月  日   

 

  （あて先）三芳町長 

 

住 所  

                  申請者 氏 名               

                  電話番号             

 

 三芳町    用地として、下記表示の土地の寄附採納を申請します。 

 

記 

 

1 土地の表示 入間郡三芳町 

大 字 字 地 番 地 目 地 積 ㎡ 備 考 

         

        

         

          

              

              

              

 

2 添付書類 (1) 案内図    1部 
 
(3) 地積測量図  1部 
 
(5) 登記原因証明情報・承諾書 1通 
 
(7) その他町長が必要と認める書類 

(2) 分筆した公図の写し   1部 
 
(4) 土地の登記事項証明書  1通 
 
(6) 土地所有者の印鑑証明書 1通 
 (法人の場合は代表者事項証明書) 

 

※公衆用道路に地目変更すること。 
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様式第６号（第３章１関係） 

 

道路用地売却申出書 
 

                                                          年  月  日 

  

 

   （あて先）三芳町長  

 

                                            住  所 

                                    

              申請者       氏  名                      

                                     

                                            電話番号 

 

 

   三芳町開発行為等指導要綱に基づき、道路用地売却を申し出ます。 

 

 １．土地の表示  入間郡三芳町 

 大     字      字  地      番  地      目  地  積（㎡）  備      考 

      

      

      

      

      

  

２．添付書類 

    (1) 案内図                                          １部 

    (2) 分筆した公図の写し                                 １部 

    (3) 地積測量図                                         １部 

    (4) 土地の登記事項証明書                               １通 

    (5) 登記原因証明情報・承諾書                          １通 

    (6) 土地所有者の印鑑証明書（法人の場合は代表事項証明書）１通 

    (7) その他町長が必要と認める書類 

     

※公衆用道路に地目変更すること。 
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様式第 7号（第３章１関係） 

 

（公共・一般）下水道施設寄附申請書 

  年  月  日 

 

（あて先）三芳町長          

 

  住 所 

申請者 

  氏 名              

 

 

   年  月  日付で完了検査を受けました下記（公共・一般）下水道管につい

て、検査の結果、合格しましたので三芳町に寄附いたします。 

 

記 

 

 

設 置  場  所 

 

 

 

 

 

 

工 事 請 負 者 

 

     ○注 1 

住 所 〒 

 

会 社 名 

 

電話番号 

 

排 水 施 設 の 

 

構     造 

 

管種別延長及び口径 

 

人孔 

 

浸透井 

 

添  付  図  面 

 

 

案内図、平面図、縦断面図、構造図 

 

 

備     考 

 

 

 

 

 ○注1 公共下水道においては、指定工事店とする。 
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様式第８号（第１章２関係） 

 

中高層建築物報告書 
 

                                             

年  月  日 

 

 

  （あて先）三芳町長           

 

 

                                 住  所                                    

               申請者 氏  名                          

                                  電話番号 

 

   三芳町開発行為等指導要綱に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

設  計  者 

住 所 

氏 名 

担当者       【電話番号   （  ）    】 

工 事 請 負 者 

住 所 

氏 名 

担当者       【電話番号   （  ）    】 

敷地の地名地番  

用 途 地 域  

主 要 用 途  工 事 種 別  

建 ぺ い 率       ％ 容  積  率       ％ 

最 高 の 高 さ       ｍ 最高の軒の高さ       ｍ 

構     造  階     数  

 申 請 部 分 申請以外の部分 合     計 

敷 地 面 積       ㎡       ㎡       ㎡ 

建 築 面 積       ㎡       ㎡       ㎡ 

延 べ 面 積       ㎡       ㎡       ㎡ 
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様式第９号（第１章２関係） 

 

近隣関係者等説明報告書 

（個別説明用） 

第  回 

説明を受けた 

関 係 者 

氏   名  

住   所  

説明を行った 

日   時    年  月  日午前･午後  時  分 

場   所  

説明者氏名  

説 明 図 書  

説 明 に 係 る 質 疑 応 答 

氏   名 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質疑応答は、内容を具体的に記入すること。 



36 
 

様式第１０号（第１章２関係） 

 

近隣関係者等説明報告書 

（集団説明用） 

第  回 

説明を行った 

日   時    年  月  日午前･午後  時  分 

場   所  

説明者氏名  

説 明 図 書  

説明を受けた 

 

 

関 係 者 

氏   名 住          所 
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様式第１０号の２（第１章２関係） 

説 明 に 係 る 質 疑 応 答 

氏   名 内           容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質疑応答は、内容を具体的に記入すること。 
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様式第１１号（第１章２関係） 

 

誓約書 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

 

 この度、三芳町                    に   階建の 

         を建築するにあたり、日照障害・電波障害・建築工事中における

騒音・振動等の紛争が生じた場合は、関係住民相互の立場を尊重し、互譲の精神をも

って自主的に解決することを誓約いたします。 

 

 

 

事業者（建築主）住 所 

 

             氏 名                   

 

 

設計者     住 所 

 

             氏 名                   

 

 

工事施工者   住 所 

 

             氏 名                   
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様式第１２号（第１章５関係） 

 

開発行為等工事着手届出書 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

事業者 住 所 

        氏 名               

 

 

 三芳町開発行為等指導要綱に基づき、工事に着手したので届け出ます。 

 

記 

 

協定書締結年月日・番号 年  月  日     第   号 

開 発 区 域 の 所 在  

工 事 着 手 年 月 日 年  月  日 

工 事 完 了 年 月 日 年  月  日 

設 計 者 

住  所 

氏  名 

電話番号      （   ） 

工 事 施 行 者 

住  所 

氏  名 

電話番号      （   ） 

現 場 管 理 者 

住  所 

氏  名 

電話番号      （   ） 
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様式第１３号（第１章５関係） 

 

開発行為等工事完了届出書 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

事業者 住 所 

                   氏 名             

 

三芳町開発行為等指導要綱に基づき、下記工事が完了しましたので完成図書を添え

て届け出ます。 

記 

 

 １ 工事完了年月日          年  月  日 

 

 ２ 工事を完了した開発区域 

 

 ３ 検査希望年月日          年  月  日 

 

 

 

 

※検査年月日 年  月  日 

※検 査 結 果  合   ・   否 

 

 備考 １ ※印のある欄は、記載しないこと。 

    ２ 中高層建築物の場合は、電波受信状況調査報告書も添付すること。 
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様式第１４号（第１章２関係） 

 

開発行為等事前協議申請取下書 

 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

事業者 住 所 

        氏 名               

 

 

 

 先に提出した開発行為等事前協議申請を下記のとおり取り下げます。 

 

記 

 

申 請 年 月 日 年  月  日  

土地の地名・地番  

土 地 の 面 積  

予定建築物等の用途  

取 下 理 由  
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様式第１５号（第１章２関係） 

 

開発行為等取りやめ届 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

事業者 住 所 

        氏 名               

 

 

 

 先に事前協議の審査結果の通知を受けた開発行為等を取りやめたので、下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

審査結果通知年月日・番号 年  月  日    第  号 

土 地 の 地 名 ・ 地 番  

土 地 の 面 積  

予 定 建 築 物 等 の 用 途  

取 り や め 理 由  
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様式第１６号 

 

開発行為等検査済証 

 

                            第     号 

      年  月  日 

 

 

               様 

 

 

三芳町長             

 

 

 

 下記の開発行為等に関する工事は検査の結果、三芳町開発行為等指導要綱に基づく

事前協議協定書の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

事 業 者 

住  所  

氏  名  

開発区域 

所  在  

面  積              ㎡ 

用  途  

検  査  実  施  日      年   月   日 
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様式第１７号（第１章３関係） 

 

 ９０cm 以上 

 

 

              

 

   

     

   

 

 

９０ｃｍ 

  以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８０ｃｍ 

以上 

 

 

       予 定 建 築 物 概 要  

           

    地 名 地 番 

 

    敷 地 面 積 

 

    建 築 面 積 

 

    建 築 物 の 高 さ 

 

    建築物の階数及び棟数 

 

    建 築 物 の 用 途 

 

   建 築 主 の 住 所 氏 名 
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様式第１８号（第１章５関係） 

 

開発行為等地位承継届出書 

 

年  月  日 

 

 

 （あて先）三芳町長           

 

 

事業者 住 所 

        氏 名               

 

 

 三芳町開発行為等指導要綱に基づき、開発行為等の事業を承継したいので、届け出

ます。 

 

記 

 

協定書締結 

事 業 者 

住 所  

氏 名  

協定書締結年月日・番号 年  月  日     第   号 

開 発 区 域 の 所 在  

承 継 の 原 因  

権 限 取 得 年 月 日 年  月  日     

 

 



 

 

 

 

 

 

参  考  資  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

担 当 課 一 覧 表 

 

令和 5 年４月１日現在 

所  管  内  容 担 当 課 

・町の基本的施策及び計画に関すること 政策推進室 

・防災に関すること 

・行政区に関すること 
自治安心課 

・社会福祉及び高齢者福祉、障がい者福祉に関すること 福祉課 

・農振農用地除外及び農地転用に関すること 

・農業及び商工業の振興に関すること 
観光産業課 

・環境保全、清掃及び公害防止に関すること 

・自然保護及び緑化推進に関すること 

・山林伐採に関すること 

環境課 

・都市計画事業に関すること 

・開発行為等指導要綱に関すること 

・都市計画法に基づく開発行為に関すること 

・地区計画及び建築協定に関すること 

・土地区画整理事業に関すること 

・公園、広場に関すること 

都市計画課 

・道路及び水路に関すること 

・交通安全対策及び防犯灯等に関すること 
道路交通課 

・下水道に関すること 

・排水設備に関すること 

・汚水、雨水に関すること 

・給水施設に関すること 

上下水道課 

・教育施設に関すること 教育委員会 教育総務課 

・児童、生徒の通学路に関すること 教育委員会 学校教育課 

・文化財保護に関すること 
教育委員会  

文化財保護課 

・消防施設に関すること 
入間東部地区事務組合 

消防本部 
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上 水 道 加 入 金 

（消費税除く） 

口径（ｍｍ） 加入金の額（円） 

    １３      １５０，０００ 

    ２０      ２００，０００ 

    ２５      ３５０，０００ 

    ３０      ６００，０００ 

    ４０    １，２００，０００ 

    ５０    １，８００，０００ 

    ７５    ４，５００，０００ 

   １００    ９，０００，０００ 

   １５０   １８，０００，０００ 

 

 

 

 

下水道の負担金、分担金 

種   類 内      容 対象区域 金  額 

公共下水道事業 

受益者負担金 

公共下水道事業により利益を

受ける受益者が負担する額 

公共下水道事 

業認可区域内

のうち受益者

負担金賦課区

域内 

土地の面積１㎡ 

当たり４００円 

下水道施設事業 

分 担 金 

公共下水道に接続する受益者

が負担する額 

公共下水道事 

業認可区域内

のうち受益者

負担金賦課区

域外 

土地の面積１㎡ 

当たり４００円 

町営下水道流末管に接続する

場合の分担金の額 

行政区域内で

公共下水道以

外に接続する

場合 

受益者区分に応

じた分担金の額 

(別表のとおり) 
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別 表 

受 益 者 の 区 分 分 担 金 の 額 

一 般 世 帯 

一世帯につき 

浄化槽のないもの ２５，０００円 

浄化槽のあるもの ３０，０００円 

共 同 住 宅 

一 室 に つ き 

浄化槽のないもの １０，０００円 

浄化槽のあるもの １３，０００円 

営業経営者（事業所） 

 

 

 

 

1 小規模事業所等で規則で定めるもの 

2 料理店等で規則で定めるもの 

3 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ等で規則で定めるもの 

4 その他工場、事業所等規則で定めるもの 

宅地面積１㎡当たり２００円、 

排水量１日 1ｔ当たり５，０００円 

従業員１人当たり２，０００円の積

算基礎により算出し、下記の額に満

たない場合は、下記の額とする。 

４５，０００円 

８０，０００円 

１３０，０００円 

１５０，０００円 

公衆浴場 床面積の合計１㎡につき２，０００ 

円を乗じて得た額、ただし、５０万

円に満たないときは５０万円とす

る。 

 前各号に定めるもののほか必要があると認めるものは、別に定める。 

 前各号に該当しない事業所等で必要があると認めるものは、別に定める。 
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三芳町竹間沢第一地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

 
昭和６１年３月１２日 

条例第１号 

 
 （目的） 
第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という 

。）第６８条の２第１項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する

制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目

的とする。 
  （適用区域） 
第２条 この条例は、昭和６１年三芳町告示第２号に定める富士見都市計画竹間沢

 第一地区地区計画の区域内に適用する。 
  （建築物の用途の制限）  
第３条 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 
 一 住宅 
 二 併用住宅 
 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
 四 ボーリング場、スケート場又は水泳場 
 五 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 
 六 次に掲げる事業を営む工場 
  イ 肥料の製造 
  ロ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 
  ハ アスファルトの製造 
  ニ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかす

   を原料とする製造 
    ホ セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 
  ヘ 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造 
  （既存の建築物に対する制限の緩和） 
第４条 法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、

 次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条

 第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。 
 一 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受

  けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き前条の規定（当

  該規定が改定された場合においては、改正前の規定を含む。）の適用を受けな

  い期間の始期をいう。以下同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、

  増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対

  してそれぞれ法第５２条第１項又は第２項及び法第５３条の規定に適合するこ

  と。 
  二 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えな
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  いこと。 
  

 三 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計

  は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 
  （建築物の敷地面積の最低限度） 
第５条 建築物の敷地面積は、２００平方メートル以上でなければならない。ただ

 し、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９８条の規定による仮換地

 の指定又は同法第１０３条の規定による換地処分により２００平方メートル未満

 となる場合で、町長がやむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。 
２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地

 で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建

 築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地につい

 て、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用し

 ない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。  
  一 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定

  に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地

  として使用するならば、同項の規定に相当する従前の規定に違反することとな

  った土地 
  二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

  いて建築物の敷地として使用するならば、前項の規定に適合するに至った土地 

 （壁面の位置に関する制限） 
第６条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は３メー

 トル以上、隣地境界線までの距離は１メートル以上でなければならない。 
  （公益上必要な建築物の特例） 
第７条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上

 やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当

 該規定は、適用しない。 
  （委任） 
第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
  （罰則） 
第９条 次の各号の一に該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 
 一 第３条第１項又は第５条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の

  建築主（建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによ

  って第５条第１項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有

  者、管理者又は占有者） 
 二 第６条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書

  を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

  おいては、当該建築物の工事施工者） 
 三 法第８７条第２項において準用する第３条第１項の規定に違反した場合にお

  ける当該建築物の所有者、管理者又は占有者 
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２ 前項第２号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意に

 よるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか当該建築主に対

 して同項の罰金刑を科する。 
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

 法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者

 を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又

 は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務

 に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人

 又は人については、この限りでない。 
 

   附 則 
この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 
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富士見都市計画 高度地区の決定 

 
都市計画高度地区を次のように決定する。 
 
 三 芳 町 
種 類 面  積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考 

１５ｍ 
高度地区 

約 47.2 ha 
(第一種住居地域 約 14.0 ha) 
(第二種住居地域 約 28.4 ha) 
(工業地域     約 4.8 ha) 

建築物の高さ（地盤面からの高さによ

る。以下同じ。）の最高限度は１５ｍと

する。 

 

２５ｍ 
高度地区 
 

約 95.6 ha 
(第一種住居地域 約 35.3 ha) 
(第一種中高層住居専用地域 約 57.6 ha) 
(近隣商業地域   約 2.7 ha) 

建築物の高さの最高限度は２５ｍとす

る。 
 

 

３１ｍ 
高度地区 

約 83.5 ha 
(工業地域    約 83.5 ha) 

建築物の高さの最高限度は３１ｍとす

る。 
 

合 計 約 226.3 ha    
「位置、区域は、計画図表示のとおり」 
 
１ 適用の除外 

公益上必要な建築物（国又は地方公共団体が所有し、又は維持管理するものに限る。）の建築

に対しては、当該規定は適用しない。 
 
２ 特例許可 
  次のいずれかに該当する場合で、町長が周辺市街地の住環境の保全に支障がないと認めて許

可したものについては、当該規定は適用しない。 
（１） 既存不適格建築物の建替えで、当該既存不適格建築物の高さの範囲内で行うもの 
（２） 既存不適格建築物の増築で、増築に係る各部分の高さが最高限度の範囲内で行うもの 
 
[理 由] 
 本町は、第４次総合振興計画に掲げるまちの将来像「みんながつくる みどり いきいき ぬ

くもりのまち」の実現を目指し、ゆとりある都市空間の形成や良好な住環境の保全を図ることを

重要な課題として位置付けている。 
 近年、町内では社会情勢の変化により事業所等が移転し、その跡地利用として中高層建築物が

増加し、住環境をめぐる様々な問題が生じており、建築物の高さに対する一定のルールづくりが

必要となってきていることから、都市計画に高度地区を決定する。 
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理 由 書 
 
 本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定に基づき、富士見都市計画高度地区（三芳町）

の決定についての理由を示したものです。 
 
富士見都市計画区域における位置等 
 三芳町全域のうち、次の区域及び地域を除いた部分に高度地区を決定する。 

(1) 市街化調整区域（制度上、市街化調整区域「用途地域が指定されている市街化調整区域を

除く」は指定できないため。） 
(2)  第一種低層住居専用地域に指定されている地区（都市計画法及び建築基準法により、既に

最高限度制限が１０ｍと定められているため。） 
 
決定の必要性 
 本町においては、ここ数年、社会情勢の変化により事業所等が移転した跡地利用として高層建

築物が増えてきました。中低層の住居及び共同住宅が大半を占めている市街地内において高層建

築物の建設をめぐり、周辺住民とのトラブルが発生しております。 
 こうした現状を踏まえ、三芳町第４次総合振興計画に掲げるまちの将来像「みんながつくる み

どり いきいき ぬくもり のまち」の実現を目指し、ゆとりある都市空間の形成や良好な住環

境の保全を図るため、建築物の高さを一定の範囲にとどめることにより、みどり豊かで安心のま

ちづくりを目標に高度地区を決定するものです。 
 
高度地区の決定の考え方 

(1) 建築物の高さの最高限度については、良好な市街地環境の維持、保全を図る上で大き

な要素であるため、指定区域は景観、眺望にも配慮し、第一種低層住居専用地域を除く

市街化区域全域とします。また、現行の容積率が活用できる範囲で、既存建築物の高さ

に配慮するものとし、具体的には２５ｍを基本とする。ただし、工業系用途地域では、

用途の特性と既存建築物の高さに配慮し３１ｍとする。また、川越街道(国道２５４号)
は町の景観八景にも選定されている地域であり、沿道の景観保全に配慮し高さを１５ｍ

とする。 
(2)  既存不適格建築物への対応については、制限高さを設けることにより、一部の建築物

が既存 
不適格となるが、マンション等を建替えた後にも住民が住み続けられるよう、既存不適

格建築物の建替えについては、現在の高さを限度として認めることとする。 
(3)  公益上必要な建築物（国又は地方公共団体が所有し、又は維持管理するものに限る。） 
については、高さ制限の適用を除外する。 
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三芳町都市計画高度地区に関する規則 

 

平成２０年１１月２８日 

規則第４３号 

 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)に基づく富

士見都市計画高度地区(三芳町決定)(平成２０年告示第２７９号。以下

「三芳町高度地区」という。)の許可による特例に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(定義) 

第２条   この規則における用語の意義は、次項及び第３項に定めるものの

ほか、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)並びに建築基準法(昭和

２５年法律第２０１号)及び建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３

８号)の例による。 

２ この規則において「既存不適格建築物」とは、三芳町高度地区の決定

の告示の日(以下「告示の日」という。)に現に存する建築物又は現に建

築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物であって、当該高度地区の

規定による建築物の高さの最高限度(以下「最高限度」という。)を超え

る部分を有するものをいう。 

３ この規則において「既存不適格建築物の建替え」とは、既存不適格建

築物の敷地内において、当該既存不適格建築物の全部又は一部を除却し

た後、引き続き当該既存不適格建築物と同一の用途の建築物を建築する

ことをいう。 

(申請) 

第３条   高度地区の許可による特例の規定による許可(以下「特例許可」

という。)を受けようとする者は、三芳町高度地区特例許可申請書(様式

第１号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければなら

ない。 

図書の種類 明示すべき事項 
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付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物

の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、

擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに

敷地の接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 
縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開

口部の位置 

２面以上の立面図 縮尺及び開口部の位置 

２面以上の断面図 
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、建築物の高

さ 

日影図 

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物

の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高

さ、建築基準法第５６条の２第１項の水平面(以

下この表において「水平面」という。)上の敷地

境界線からの水平距離５ｍ及び１０ｍの線(以下

この表において「測定線」という。)、建築物が

冬至日の真太陽時による午前８時から１時間ご

とに午後４時までの各時刻に水平面に生じさせ

る日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時

による午前８時から午後４時までの間に測定線

上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面

に生じさせる日影の等時間日影線 

その他 町長が必要と認める書類 

２ 添付する日影図は、既存建築物並びに当該申請に係る計画建築物の日

影図とする。 

(決定) 

第４条   前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、特

例許可の可否を決定し、三芳町高度地区の特例許可通知書(様式第２号)

又は三芳町高度地区特例不許可通知書(様式第３号)により、その旨を申

請者に通知するものとする。 
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(特例許可の基準) 

第５条 特例許可は、各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める基準

を満たす建築物について、町長が三芳町都市計画審議会の意見を聴いた

上で、周辺市街地の住環境の保全に支障がないと認める場合に行うもの

とする。 

(1) 既存不適格建築物の建替えについて許可する基準は建替え前の床

面積を確保する必要性が高く、三芳町高度地区の規制に適合させる

ことが著しく困難であり、かつ、建替え前と比較して周囲への影響

が同等又は改善される建替えであって、次に掲げるものすべてに適

合していること。 

ア 建替え後の建築物の高さが、建替え前の建築物の高さを超えない

ものであること。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋

窓その他これらに類する建築物の屋上部分(水平投影面積の合計が

当該建築物の建築面積の８分の１以内で、その部分の高さが１２ｍ

までの部分に限る。)を除く。 

イ 建築物の敷地の面積が、建替え前の建築物の敷地の面積を下回ら

ないこと。ただし、公共施設の整備等により変更が生じた場合は、

この限りではない。 

ウ 建築物の主たる用途は、建替え前と同じであること。 

エ 建替え後の建築物の最高限度を超える部分の日影面積は、建替え

前の建築物における最高限度を超える部分の日影面積を超えない

ものであること。 

(2) 既存不適格建築物の増築について許可する基準は増築部分の高さ

が最高限度を超えないものであること。 

(委任) 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

三芳町高度地区特例許可申請書 
年  月  日 

あて先(三芳町長) 

 
申請者 住 所 

                   氏 名                     
 
三芳町高度地区の特例許可の規定により許可を受けたいので、下記により申請します。 
建築主 住所 

氏名 
 
            電話 

代理人 住所 
氏名 

 
            電話 

設計者 住所 
氏名 

 
            電話 

敷 
地 
の 
位 
置 

地名地番  

用途地域  高度地区 m 

建ぺい率 ％ 容積率 ％ 防 火 及 び 
準防火地域  

その他の 
規制など  

 
計 
画 
概 
要 

 
 

敷地面積 ㎡ 構  造  

主要用途  
建ぺい率 ％ 

建築面積 ㎡ 容 積 率 ％ 

延べ面積 ㎡ 最高高さ  

階  数  その他の 
特記事項 

 

添付図書 付近見取図・配置図・各階平面図・立面図・断面図・日影図 

その他  

※以下は記入しないでください。 

受 付 欄 許 可 欄 備   考 

    年  月  日 
第       号 

    年  月  日 
第       号 

 

決
裁
欄 

町長 副町長 課長 課長補佐 係長 主査  主任  担当 
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様式第２号（第４条関係） 

三芳町高度地区の特例許可通知書 
 

                       文書記号第       号 
                           年   月   日 

 
              様 
  
 
                      三芳町長   
 
  
 
    年  月  日付けで申請のあった計画については、三芳町高度地区の特例許可の規

定により許可したので通知します。 
 

記 
 
１ 建築場所 
                                      
 
 
２ 建築場所又はその部分の概要 

（１） 建築物の名称                          
 
（２） 主要用途                            

 
 
（３） 工事種別                            
 
（４） 建築物の高さ             ｍ 

 
 
（５） 延べ面積（建築物全体）ア 申請部分の面積            ㎡ 
 

 イ 申請以外の部分の面積          ㎡ 
 
ウ 合計の面積                    ㎡ 
 

 （６）建築物の構造                          
 

（７）建築物の階数   地階を除く階数（階上階数）        階 
 

             地階の階数                階 
 
 
 
（注意）この通知書は、大切に保存しておいて下さい。 
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様式第３号(第４条関係） 
 

三芳町高度地区特例不許可通知書 

 
 

                      文書記号第       号 
                          年   月   日 

 
 
             様 
 
 
                       三芳町長   
 
 
  
      年  月  日付けで申請のあった計画については、三芳町高度地区の 

特例許可の規定により許可をしないこととしたので通知します。 
 （理由） 
                                        
                                        
                                        
                                        
  
教示 
 １ 異議申立てについて 
   この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、三芳町長に対して異議申立てをすることができます。ただし、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この処

分の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることができなくなり

ます。 
  
 ２ 取消訴訟について 
   この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の異議申立てを

した場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、三芳町を被告として（訴訟において三芳町を代表するものは三芳町

長となります。）、提起することができます。ただし、この処分があったことを知った

日（１の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知っ

た日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の異議申立てをし

た場合は、当該異議申立てに対する決定の日）の翌日から起算して１年を経過したと

きは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
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三芳町一般廃棄物集積所の設置基準に関する要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則（平成２５年

規則第２６号）第６条第２項の規定に基づき、本町が収集運搬の対象とする家庭系一般

廃棄物集積所（以下「集積所」という。）の設置等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平

成２４年条例第４１号）の例による。  

（集積所の設置基準等） 

第３条 集積所の設置は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

 (1) 収集車両の通行又は転回が容易な場所が確保でき、家庭系一般廃棄物を安全かつ迅

速に収集することが可能であること。 

 (2) 集積所を設置しようとする土地の所有者の承諾を文書により得ていること。 

 (3) 近隣住民等との紛争が生じるおそれのある場所でないこと。 

 (4) 設置後１年間は移動しないこと。  

第４条 前条に掲げるもののほか、一般住宅の集積所については、町長が特に認める場合

を除き、原則として次の要件を満たすものとする。 

 (1) 公道に面している場所であること。ただし、交差点付近は避けること。 

 (2) 集積所の利用世帯数が、１箇所につき６世帯以上であること。 

 (3) 集積所の規模は、利用世帯数に０．３平方メートルを乗じて得た面積を基本とする。

ただし、算定して得た面積が、１．８平方メートル以下の場合は、１．８平方メート

ル以上とする。 

 (4) 集積所は、一般廃棄物等が土中に浸透しない構造とし、飛散防止及び不法投棄防止

のための囲いを設けること。 

２ 前項に定めるもののほか、集合住宅の集積所については、１棟に１箇所以上設置する。 

３ 集積所用地の所有権について、町への採納は原則として認めないものとする。 

（事前協議） 

第５条 集合住宅等を設置しようとする場合において、集合住宅等の所有者又は管理者と

なる者は、これに係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定する建築物の確
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認の申請を行う前に、集合住宅等の用に供する集積所の設置場所等についてあらかじめ

町長と協議しなければならない。 

（集積所の設置等の申請） 

第６条 集積所を設置しようとする者は、当該集積所の区域の住民その他関係者との協議

を経て、使用開始する日の１４日前までに一般廃棄物集積所設置指定（変更・廃止）申

請書（様式第１号）により、町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、速やかに現地調査及び第４条及び第５条の基準

に基づく審査を行い、集積所の指定の承認又は不承認を決定し、一般廃棄物集積所指定

決定通知書（様式第２号）により通知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、集積所の場所を変更し、又は廃止する場合について準用する。 

（一般廃棄物の収集）  

第７条 町長は、集積所の一般廃棄物を別に定める期日に収集するものとする。  

（集積所の管理）  

第８条 集積所の管理は、第６条の規定により申請した者及び当該一般廃棄物集積所の利

用者（以下「利用者等」という。）が共同して、自らの責任の下に行うものとする。  

（集積所の利用） 

第９条 集積所の利用者は、その利用に当たっては、本町が指定する方法に従って一般廃

棄物を分別し、かつ、指定された収集日時までに，指定された方法で排出しなければな

らない。  

２ 町長は、前項に違反して一般廃棄物を排出していると認められる場合は、当該ごみを

収集しないことができる。  

（清潔の保持）  

第１０条 利用者等は、集積所及びその周辺の清潔の保持に努めなければならない。  

（町長による指導等）  

第１１条 町長は、必要に応じ、利用者等に対し、集積所の管理や利用について指導等をす

ることができる。  

２ 町長は、前項の指導等について必要な事項を記録し、保管するものとする。  

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、集積所の設置管理について必要な事項は、町長

が別に定める。  
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   附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

（三芳町一般廃棄物集積所に関する指導要綱の廃止） 

２ 三芳町一般廃棄物集積所に関する指導要綱（平成８年２月１日告示）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際、現に設置されている集積所は、この要綱の規定により設置され

た集積所とみなす。 
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様式第１号（第６条関係） 

令和  年  月  日 

（あて先）三芳町長 

申請者 住 所 

氏 名           

電話番号 

 

一般廃棄物集積所設置指定（変更・廃止）申請書 

三芳町一般廃棄物集積所の設置基準に関する要綱第６条の規定により、下記のとおり

一般廃棄物集積所の指定（変更・廃止）を申請します。 

設置場所 三芳町大字        番地    付近 

土地所有者 

（借地の場合） 

私の所有地内に集積所を設置することを承諾します。 

（所有者） 

住所  

氏名             

※隣接土地所有者 

（設置箇所が道路

等の場合、隣接する

土地の所有者） 

私の所有する土地の隣接地に集積所を設置することを承諾します。 

（所有者） 

住所  

氏名             

使用世帯数        世帯  ※使用世帯名簿添付 

収集開始希望日   年  月  日 変更・廃止希望日 年  月  日 

設置（変更・廃止）

理由 

 

設置場所略図（目標物をはっきりと書いてください） 
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使用者名簿 

 

番号 氏   名 番号 氏   名 

１  16  

２  17  

３  18  

４  19  

５  20  

６  21  

７  22  

８  23  

９  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

備考 名簿の記入は、使用者の自筆でお願いします。 
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様式第２号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

           様 

三芳町長 

  一般廃棄物集積所指定決定通知書 

    年 月 日付けで申請のありました一般廃棄物集積所設置指定については、三芳町

一般廃棄物集積所の設置基準に関する要綱第６条の規定により、下記のとおり決定しまし

たので、通知します。 

記 

１ 決定の内容  三芳町一般廃棄物集積所として指定します。（指定しません。） 

 

２ 収集コース     コース 

 

３ 使用開始予定日     年  月  日 

 

４ 使用世帯数     世帯 

 

５ その他（指定しない場合の理由等） 

 

 

 

６ 使用に関する注意事項 

(1)使用者は、集積所において家庭系一般廃棄物の散乱、悪臭の発生、汚水の流出等がな

いように十分に留意するとともに、使用者による収集終了後清掃等実施により、集積

所を清潔に保たなければならない。 

(2)集積所の補修等は、使用者により行うものとする。 

(3)集積所に係る苦情等の意見は、当該集積所を申請者及び利用者が対応する。 

(4)使用者は、指定された収集日時までに、指定の分別をして排出しなければならない。 
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浸水被害をなくすために 

住みよい町づくり 

三 芳 町 
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１.  目 的 

三芳町は、新河岸川流域のほぼ中央に位置しており、新河岸川の支川である富

士見江川、柳瀬川、砂川堀雨水幹線の流域となっている。  

新河岸川流域では、東京への通勤圏であるため、昭和３０年代後半からの高度

経済成長と相俟って、東武東上線沿線である藤久保、みずほ台地区を中心に宅地

開発が急速に進行し、最近でも宅地開発は増大している。 

このことは、開発前に流域が持っていた保水機能や遊水機能を減少させると共

に、雨水を短時間のうちに集中して流出させることとなり、河川の増水や氾濫を起こ

し下流域に被害を及ぼす結果となる。 

このため新河岸川流域では、国、都、県、町において総合治水対策事業として、

「河川改修事業」と流域の自然の治水機能を保持、増進させる「流出抑制対策」と

の両面から治水事業に取り組んでいる。 

そこで三芳町においても、町内における開発行為については、民間、公共を問わ

ず積極的に雨水流出抑制施設を設けて雨水流出抑制を図ることを目的とする。 
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２． 雨水流出抑制対策要領 

１. 適用範囲  

 この雨水流出抑制対策要領はすべての開発行為に適用するものとする。 

２. 雨水流出抑制対策量 

 開発面積が１ｈａ以上の場合、１ｈａ当たり９５０ とする。

 開発面積が５００㎡以上１ｈａ未満の場合、１ｈａ当たり５００ とする。

 開発面積が５００㎡未満の場合、１ｈａ当たり４００ とする。

３. 雨水流出抑制施設の設定 

 雨水流出抑制施設は、その機能から貯留型と浸透型に大別されるが、本町におけ

る抑制施設は貯留型浸透施設及び浸透型施設とする。（敷地内処理） 

１）開発面積が１ｈａ以上は埼玉県河川砂防課と協議を要する。 

２）浸透型施設は拡水法（浸透トレンチ、浸透桝）及び、井戸法によるものとする。 

３）浸透型施設は、設置箇所の地形、地質等により設置が不適当な箇所もあるの

で、その場合は別途協議とする。 

３． 雨水流出抑制施設設計基準 
１. 貯留型浸透施設 

貯留型浸透施設の設計に当っては、社団法人雨水貯留浸透技術協会の「雨水浸透施

設技術指針（案）調査・計画編」、「流域貯留施設等技術指針（案）」及び社団法人河

川協会の「防災調整池等技術基準（案）」に準拠するものとする。
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４． 浸透型施設の設計 

１. 構造 

１） 拡水法 

① 拡水法施設の構造は、計画水深は１

ｍ又は１．３ｍの有効な水深が得られ

る構造とする。 

②拡水法施設の充填材は以下のとお

りとする。 

  敷砂・・・浸透底面には遮断層用砂

を１０ｃｍ敷き均す。 

  砕石・・・浸透施設内には単粒度砕

石（４号）を使用する。 

③拡水法施設の充填材周囲には透水

シートを張り、土砂等による目詰まり

を防止する。 

④浸透トレンチは有孔管又は浸透管

（φ１５０ 以上）の管上から１０ｃｍは

砕石で埋め戻し、土被りは２０ｃｍ以

上とする。 

⑤浸透トレンチの勾配はレベルとし、ト

レンチには最低３０ｍに１ヶ所浸透桝

を設ける。 

  また、浸透桝においては流出管の管

底を流入管の管底より高い位置に設

置し、流出管の管上と桝天端との余

裕高は２０ｃｍ以上とする。なお、浸透

桝は１５ｃｍ以上の泥溜を設ける。 

⑥浸透トレンチ及び浸透桝は建築物の

基礎、宅地法止擁壁等の構造物か

ら１ｍ以上離して設置する。 

※起点・終点・会合点には浸透桝を

設置する。

１
０

０
 

２
０

０
以

上

浸透トレンチ 

土
被

り
 

１００ 以上 

計
画

水
深

 

１
０

０
０

又
は

１
３

０
０

砂 

５００ 以上 

単粒度 

４号砕石 

有孔管又は浸透管 

φ１５０ 以上 

透水シート 

浸透桝 

３００ 以上 

単粒度 

４号砕石 

計
画

水
深

 

１
０

０
０

又
は

１
３
０

０
 

土
被

り
 

砂 

２
０

０
以

上
 

１
０

０
 

透水シート 

流入管 

流出管 

１００ 

計画水深以下 
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レベル 

雨樋 
雨水桝 

雨水桝 

２） 井戸法 

①井戸法施設では、浸透井戸中へ塵芥や落ち葉が流入し、目詰まりを起こさない

ように、ろ過槽を設けるかスクリーンを取り付ける。 

②ろ過槽の内径は４５ｃｍ以上とする。 

③浸透井戸の内径は９０ｃｍ以上とする。 

④浸透井戸の井壁は、計画地盤面から２ｍ以上は浸透構造とし、井壁の周囲には

単粒度砕石（４号）を使用する。又、井壁はレキ層内に２ｍ以上建て込むものと

する。 

⑤浸透井戸の蓋は転落又は浮上防止型のものとする。（ロックつき転落防止用梯

子） 

浸透桝 浸透桝 浸透桝 

出入口部 

Ｕ字側溝  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 

スクリーン 
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２. 設計規模 

１） 浸透型施設 

①拡水法 

●開発面積が１㌶以上の場合 

   浸透トレンチの計画水深が１．０ｍの時：Ａ＝６３４・Ｓｒ    

   浸透トレンチの計画水深が１．３ｍの時：Ａ＝４８８・Ｓｒ 

●開発面積が１㌶未満の場合 

   浸透トレンチの計画水深が１．０ｍの時：Ａ＝３３４・Ｓｒ    

   浸透トレンチの計画水深が１．３ｍの時：Ａ＝２５７・Ｓｒ 

   Ａ ： 浸透処理に必要な浸透面積（㎡） 

※浸透面積＝浸透桝の底面積及び浸透トレンチの底面積 

Ｓｒ ： 開発面積（㌶）・・・・・・浸透型施設だけで抑制対策を行う場合 

※ 桝底面積は桝の内径面積とする。 

②井戸法 

●浸透処理する水量Ｖ（ ⁄ｈｒ） 

   開発面積が１㌶以上の場合：Ｖ＝０．０６４・ＳＳ    

   開発面積が１㌶未満の場合：Ｖ＝０．０３４・ＳＳ 

   ＳＳ ： 浸透処理対象面積（㎡） 開発面積 

●浸透井戸１基当たりの浸透量 ｖ（ ⁄ｈｒ） 

= 2 . 

 ｃ ： 浸透強度（現地で測定した浸透強度の使用を原則とするが、試験が 

          不可能な場合等には、新河岸川流域の推定値「０.１８ｍ⁄ｈr」を使用す

ること。） 

 ｒ  ： 浸透井戸の半径（ｍ） 

 ｈ ： 計画水深（ｍ）     ※ｈ＞Ｌ とする。 

Ｌ ：  レキ層内深度（ｍ）   ※２.０ｍ 以上とする。 

Ｌｎ ：   自然対数  

● 必要な浸透井戸の基数（基） 

Ｎ＝Ｖ⁄ｖ 
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設計例 

◎浸透桝及び浸透トレンチ 

●開発面積：０.０９５ ㌶（９５０ ㎡） 

●浸透型施設の構造 

浸透トレンチ 計画水深＝１．３ｍ（１．０ｍ）    

   浸透桝 底面積 ０.３ｍ×０.３ｍ＝０.０９ ㎡⁄基を１戸当たり２基設置 

●浸透処理に必要な浸透面積Ａ 

    Ａ＝２５７・Ｓｒ（Ａ＝３３４・Ｓｒ） より   

    Ａ＝２５７×０．０９５ｈａ＝２４．４２㎡（Ａ＝３３４×０．０９５ｈａ＝３１．７３㎡）    

●浸透トレンチ総延長 Ｌ 

 Ｌ＝（浸透面積Ａ－浸透桝総底面積）÷トレンチ底面幅 

 Ｌ＝（２４.４２ ㎡－０.０９ ㎡⁄基×２ 基⁄戸）÷０.５ｍ＝４８.４８ｍ 

（ Ｌ＝（３１.７３ ㎡－０.０９ ㎡⁄基×２ 基⁄戸）÷０.５ｍ＝６３.１０ｍ ） 

※（  ）書きはトレンチの構造で計画水深１．０ｍ、底面幅０．５ｍの場合 

◎浸透井戸 

●開発面積：０.４５ ㌶（４５００ ㎡） 

●計画水深 ｈ ： ８．０ｍ 

●浸透井戸の半径 ｒ ： ０．４５ｍ 

●浸透強度 ｃ ： （計算例のため新河岸川流域の推定値を用いる）：０.１８ｍ⁄ｈr 

●礫層内深度 Ｌ ： ２．００ｍ 

●浸透処理する水量Ｖ：０.０３４・ＳＳより ０.０３４×４５００ ㎡＝１５３  ⁄ｈｒ 

●浸透井戸１基当たりの浸透量 = 2 . 
 より 

= 2  3.14  0.18  8.00 . .  
.  .  .  .  = 17.9 /

● 必要な浸透井戸の基数 

Ｎ：Ｖ⁄ｖより 

 Ｎ＝１５３  ⁄ｈｒ÷１７.９  ⁄ｈｒ＝ ８.５ → ９ 基 
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５.  施設の維持管理 

１. 流出抑制施設は、事業者が管理者を定め、維持管理を行って下さい。 

２. 管理者は、定期的に施設を点検し、その機能の保全に努めて下さい。 

３. 管理者は、施設内のゴミ、落ち葉、土砂等の搬出及び除草、清掃等必要に 

応じ管理者の負担で行って下さい。  
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雨 水 浸 透 井 戸 構 造 図 

人孔蓋及び口環 

（Ｔ －２５φ６００ 圧力開放型、鍵付き蝶番付き） 

ロック付き転落防止用梯子

計画水深（Ｈ）

雨水流入管 
（有孔塩ビ管φ１５０ＶＵ） 

固定バンド 

ローム層 

φ９００ 以上 

φ６００ 

スクリーンネット 

φ１５０ＶＵ 

ガス穴なし 

コジリ穴は袋式 

三芳町型グランドマンホール 

φ６００（デザイン型） 

ストレーナー 

単粒度砕石（４号） 

４００ 

雨水流入管を削孔（φ２０） 

１
５

０
 

以
上

透水シート 

２
０

０
０

 

礫
層

（Ｌ
）
 ２

０
０
０

以
上
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予定建築物

浸透トレンチ

▽ F.H

官
民
境
界

官
民
境
界

単粒度４号砕石

遮断層用砂

300以上

▽ F.H

民
民
境
界

Ｂ－Ｂ断面

Ａ－Ａ断面

Ｃ－Ｃ断面

出入り口を除く道路及び隣地との境界部分は、敷地外への雨水流出を防ぐため、隣地の地盤高、隣地の

ブロック等の有無に関らず、敷地内に周囲堤（ブロック等FHより10cm以上）の設置をお願いします。

道路及び隣地との敷地出入口はグレーチング蓋によるＵ字溝等を設け敷地内で雨水処理をお願いします。

※上図は参考図であり、構造種別や材質を指定するものではありません。

周囲堤 FH+10cm以上 敷地出入口部　Ｕ字溝＋グレーチング

周
囲
堤
 F
H
+
10
c
m
以
上

周
囲
堤
 F
H
+
10
c
m
以
上

周囲堤 FH+10cm以上

集水桝

浸透桝

集水桝管径の120倍以内
1
0
c
m
以
上

周囲堤

浸透桝

有孔管φ150以上
スクリーン付

集水桝

スクリーン

Ｕ字溝

1
50
以
上

100以上

透水シート

15
0以

上

計
画
水
深

1
0
cm
以
上

隣接地既設ブロック
周囲堤

雨水排水管
土被り20cm以上
排水面積に応じた管径、管径に伴う勾配

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ Ｃ

参 考 図
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様式第２ 号（ 第６ 関係）  

 

建 築 事 業 報 告 書 

 

    年   月   日 

（ あて先）  

 埼玉県    建築安全セン タ ー所長 

 

                報告者 住 所                                

                    氏 名 

 

 埼玉県中高層建築物に係る 指導等に関する 要綱第６ に基づき 、 下記のと おり 報告し ま す。 

 

記 

 

建 築 主 住 所 氏 名                                  電話  

設 計 者 住 所 氏 名                                   電話 

工事施工者住所氏名                                   電話 

敷 地 の 地 名 地 番  

用途地域・ 防火地域  

主 要 用 途  工 事 種 別  

建  ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％

最高の高さ                  ｍ  最高の軒の高さ                   ｍ  

構 造  階      数  

 申 請 部 分 申請以外の部分 合   計 

敷 地 面 積                 ㎡                 ㎡                  ㎡ 

建 築 面 積                 ㎡                 ㎡                  ㎡ 

延 べ 面 積                 ㎡                 ㎡                  ㎡ 
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様式第１ 号（ 第１ 関係）  

 

                                    90cm以上  

 

 

  90cm以上  

予 定 建 築 物 概 要 

  10cm以 上  地 名 地 番  

敷 地 面 積  

建 築 面 積  

建 築 物 の 高 さ   

建築物の階数及び棟数  

建 築 物 の 用 途  

建 築 主 の 住 所 氏 名  

 

 

 

   80cm以上  

    

 

 

 

 

 

109



（参考様式） 

誓  約  書 

 

  年  月  日 

 

 

埼玉県    建築安全センター所長 様 

 

建 築 主 住所    

 

 

 

 氏名  

 電話  

 

工事監理者 住所    

 

 

 

 氏名  

 電話  

 

工事施工者 住所    

 

 

 

 氏名  

 電話  

 

 建築場所（地名地番） 

 

 

 

  

今般、私どもが上記場所にて建築を進めるにあたり、近隣等より日照・電波

障害、通風障害、プライバシーの侵害並びに工事中における騒音・振動その他

の諸問題が発生した際には、当方が責任を以て解決のための交渉にあたり処理

することを誓います。 

 

※ 氏名欄は、署名（法人にあっては登記印を押印）とすること。 
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小 規 模 住 戸 形 式 集 合 住 宅 の 管 理 等 計 画 書 

 

   年   月   日 

 

埼玉県    建築安全センター所長 

 

 埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に係る指導指針第３により提出します。 

 なお、下記の建築物の建築に際し、管理等について近隣住民と紛争が生じたときは、 

責任をもって解決に努めます。 

                 建築主住所                 

                    氏名                 

                    電話                 

                  記 

建築場所  

戸  数 小規模住戸      戸  小規模以外の住戸      戸 

敷地面積       ㎡ 建築面積       ㎡ 

延べ面積       ㎡ 工事種別  

階  数 地上／地下   ／   構  造       造 

工事着手予定日     年   月   日 

工事完了予定日    年   月   日 

受 付 欄 

市 町 村 受 付 建築安全センター受付 

  

（注）１ 市町村長及び建築安全センター所長宛に各１部を提出のこと。 

   ２ 小規模住戸とは、床面積（ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く。）が 

２５㎡未満の住戸（店舗及び事務所等との併用を含む。）をいう。 
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建築主等及び設計者等に対する要請事項 

（下記の事項について該当する番号に○印を付すこと） 

 ゴミ、自転車などの置場に関する市町村との協議内容 

  （１） 協議を行い、指導に応じた 

  （２） 協議中 

  （３） その他(具体的な内容を記入のこと) 

 

 

 管理体制 

  （１） 管理人を常駐させる 

  （２） その他(具体的な内容を記入のこと) 

 

 

 

連絡先の表示板の設置位置 

 

 

 

備考 
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開発行為等事前協議申請手続きの流れ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

開発行為等の事業者 

(1)開発区域面積 500 ㎡以上※ 
 （土地区画整理施行区域内は 1000 ㎡以上） 
(2)建築物の高さが 10ｍを超える又は地階を除く 
  階数が 3 以上 ただし、専用住宅を除く 
(3)その他町長が必要と認めるもの  

 事前調査票にて関係機関と 
 担当課との個別協議 

 
 
      左記を除く開発行為等 

    事前協議申請 

   協議審査結果通知 

    審    査 

    事業者の承諾 

    協定書の締結 

   帰属施設の検査等 

    工事完了届 

    検査済証交付 

     完了検査 

    公共施設の管理 

    公共施設の帰属 

関係機関・担当課との事前協議 

    事業者の承諾 

    工   事 

    工事着手届 

    工   事 

 標識の設置 

 標識の設置 

開発区域面積が 200 ㎡ 
未満及び計画戸数が一戸 
の専用住宅は除く 

開発許可申請 
若しくは 
建築確認申請 

※自己居住用の専用住宅、都市計画法による地区計画区域内における 
開発行為等は除く 
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